
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

趣
旨

こ
の
法
律
は
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
お
い
て
偏
在
性
の
小
さ
い
地
方
税
体
系
の
構
築
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
措

置
と
し
て
、
法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
法
人
特
別
税
を
創
設
し
、
そ
の
収
入
額
に
相
当

す
る
額
を
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
と
し
て
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
特
例

平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得

標
準
税
率
を
次
の
と
お
り
と

（
第
二
条
関
係
）

に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
、

す
る
こ
と
。

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
（
以
下
「
資
本
金
」
と
い
う
。
）
一
億
円
超
の
普
通
法
人
の
所
得
割
の
標
準
税
率

一

百
分
の
一
・
五
（
現
行
百
分
の
三
・
八
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
二
・
二
（
現
行
百
分
の
五
・
五
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八
百
万
円
以
下
の
金
額



百
分
の
二
・
九
（
現
行
百
分
の
七
・
二
）

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金
額
及
び
清
算
所
得

二

資
本
金
一
億
円
以
下
の
普
通
法
人
等
の
所
得
割
の
標
準
税
率

百
分
の
二
・
七
（
現
行
百
分
の
五
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
四

（
現
行
百
分
の
七
・
三
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
五
・
三
（
現
行
百
分
の
九
・
六
）

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金
額
及
び
清
算
所
得

特
別
法
人
の
所
得
割
の
標
準
税
率

三

百
分
の
二
・
七
（
現
行
百
分
の
五
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
三
・
六
（
現
行
百
分
の
六
・
六
）

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
る
金
額
及
び
清
算
所
得

収
入
金
額
課
税
法
人
の
収
入
割
の
標
準
税
率

四

百
分
の
〇
・
七
（
現
行
百
分
の
一
・
三
）

収
入
金
額

第
三

地
方
法
人
特
別
税
の
創
設

一

総
則

１

定
義



地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
用
語
の
定
義
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）



仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告

基
準
法
人
所
得
割
額
と
は
、
地
方
税
法
の
規
定
（
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
、

の
場
合
の
更
正
に
伴
う
事
業
税
額
の
控
除
、
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
更
正
に
伴
う
事
業
税
額
の
控
除
並
び
に
法
人

の
事
業
税
の
減
免
に
関
す
る
規
定
を
除
き
、


に
お
い
て
同

税
率
に
つ
い
て
は
、
標
準
税
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

）
に
よ
っ
て
計
算
し
た
所
得
割
額
を
い
う
。

じ
。基

準
法
人
収
入
割
額
と
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
収
入
割
額
を
い
う
。


２

納
税
義
務
者

法
人
は
、
地
方
法
人
特
別
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

３

課
税
の
対
象

法
人
の
基
準
法
人
所
得
割
額
及
び
基
準
法
人
収
入
割
額
に
は
、
国
が
地
方
法
人
特
別
税
を
課
す
る
こ
と
。
（
第
六
条

関
係
）

二

課
税
標
準

地
方
法
人
特
別
税
の
課
税
標
準
は
、
基
準
法
人
所
得
割
額
又
は
基
準
法
人
収
入
割
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）



三

税
額
の
計
算

地
方
法
人
特
別
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
金
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

付
加
価
値
割
額
、
資
本
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合
算
額
に
よ
っ
て
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人

基
準
法
人
所


得
割
額
に
百
分
の
百
四
十
八
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

所
得
割
額
に
よ
っ
て
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
（

法
人
を
除
く
。
）

基
準
法
人
所
得
割
額
に




に
掲
げ
る

百
分
の
八
十
一
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

収
入
割
額
に
よ
っ
て
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人

基
準
法
人
収
入
割
額
に
百
分
の
八
十
一
の
税
率
を
乗
じ
て


得
た
金
額

四

申
告
及
び
納
付
等

１

賦
課
徴
収

地
方
法
人
特
別
税
の
賦
課
徴
収
は
、
都
道
府
県
が
、
当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、

当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
賦
課
徴
収
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

２

申
告
等



地
方
法
人
特
別
税
の
申
告
は
、
当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
申
告
の
例
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
の
法
人


の
事
業
税
の
申
告
と
併
せ
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一

条
関
係
）

地
方
法
人
特
別
税
の
納
税
義
務
者
は
、
地
方
法
人
特
別
税
を
当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
納
付
の
例
に
よ


り
、
当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
納
付
と
併
せ
て
当
該
都
道
府
県
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

都
道
府
県
は
、
地
方
法
人
特
別
税
の
納
付
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
納
付
が
あ
っ
た
月
の
翌
々
月
の
末


日
ま
で
に
、
地
方
法
人
特
別
税
と
し
て
納
付
さ
れ
た
額
を
国
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

３

還
付

都
道
府
県
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
事
業
税
の
所
得
割
又
は
収
入
割
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金

額
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
法
人
の
事
業
税
の
還
付
の
例
に
よ
り
、
当
該
法
人
の
事
業
税
の

所
得
割
又
は
収
入
割
と
併
せ
て
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
還
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）



４

賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す
る
報
告
等

都
道
府
県
知
事
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
地
方
法
人
特
別
税
の
申
告
の
件
数
、
地
方
法
人
特
別
税
額
、
地
方
法
人


特
別
税
に
係
る
滞
納
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
関
係
）

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
に
係
る
地
方
法
人


特
別
税
の
賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す
る
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
関
係
）



が
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
書
類
を
閲

総
務
大
臣

覧
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
関
係
書
類
を
総
務
大
臣
又
は
そ
の
指
定
す

（
第
二
十
条
関
係
）

る
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
創
設

一

地
方
法
人
特
別
譲
与
税

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
は
、
地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
関
係
）

二

各
都
道
府
県
に
対
す
る
譲
与
額



毎
年
度
、
各
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
額
は
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
基
本
額
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道
府
県
の
人
口
で
あ
ん
分
し
た
額
及
び
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
基
本
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
各
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
あ
ん
分
し
た
額
の
合
算
額
（
財
源
超
過
額
調
整
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
算
額

に
個
別
財
源
超
過
団
体
調
整
額
を
加
え
た
額
）
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
関
係
）

三

譲
与
時
期
及
び
譲
与
時
期
ご
と
の
譲
与
額

１

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
は
、
毎
年
度
、
五
月
、
八
月
、
十
一
月
及
び
二
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
五
月
に
あ
っ
て
は
二
月

か
ら
四
月
ま
で
の
間
に
収
納
し
た
地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
、
八
月
に
あ
っ
て
は
五
月
か
ら
七
月
ま

で
の
間
に
収
納
し
た
同
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
、
十
一
月
に
あ
っ
て
は
八
月
か
ら
十
月
ま
で
の
間
に
収
納
し
た
同

税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
、
二
月
に
あ
っ
て
は
十
一
月
か
ら
一
月
ま
で
の
間
に
収
納
し
た
同
税
の
収
入
額
に
相
当
す

る
額
を
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

２

各
譲
与
時
期
ご
と
に
各
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
額
は
、
各
譲
与
時
期
ご
と
に
譲
与

す
べ
き
額
か
ら
財
源
超
過
団
体
調
整
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
「
各
譲
与
時
期
ご
と
の
地

方
法
人
特
別
譲
与
税
基
本
額
」
と
い
う
。
）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道
府
県
の
人
口
で
あ
ん
分
し
た
額
及



び
各
譲
与
時
期
ご
と
の
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
基
本
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
あ

ん
分
し
た
額
の
合
算
額
（
財
源
超
過
額
調
整
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
算
額
に
個
別
財
源
超
過
団
体
調
整
額
の
四
分

の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
）
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

四

使
途

国
は
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
譲
与
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
条
件
を
付
け
、
又
は
制
限
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


